農薬の販売に関する届出について
１　どのような場合に届出が必要か

　・農薬の販売を開始するとき

　・農薬の販売場所を増設したとき

　・農薬販売届をしているが、その届出の記載事項に変更があったとき

　・農薬の販売を廃止したとき

　・農薬の販売場所を廃止したとき　　　など

２　提出書類

　　届出に必要な書類は次のとおりです。なお、様式第１号～第３号、添付資料については、販売場所が県内に複数ある場合は、販売場所ごとに作成してください。
★販売場所が、
　広島市、呉市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町にある場合は、その販売場所の住所地の市町に、該当販売所の届出を行ってください。

　様式等が異なりますので、各市町の担当窓口に届出方法について、お問い合わせください。
	広島市
	経済観光局農林水産部農政課
	廿日市市
	環境産業部農林水産課

	
	082-504-2247
	
	0829-30-9143

	呉　　市
	産業部農林水産課
	安芸高田市
	産業振興部地域営農課

	
	0823－25-3318
	
	0826-47-4021

	三原市
	経済部農林水産課
	江田島市
	産業部農林水産課

	
	0848-67-6077
	
	0823-43-1642

	尾道市
	産業部農林水産課
	安芸太田町
	産業観光課

	
	0848-38-9473
	
	0826-28-1973

	福山市
	経済環境局経済部農業振興課　
	北広島町
	農林課

	
	084-928-1177
	
	050-5812-1857

	府中市
	経済観光部農林課
	大崎上島町
	地域経営課

	
	0847-44-9158
	
	0846-65-3123

	三次市
	産業環境部農政課
	世羅町
	産業振興課

	
	0824－62-6164
	
	0847-22-5304

	大竹市
	総務部産業振興課
	神石高原町
	産業課

	
	0827-59-2130
	
	0847-89-3337

	東広島市
	産業部東広島市園芸センター
	

	
	082-433-4411
	


★販売場所が、
竹原市、庄原市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町にある場合は、広島県庁への提出となりますので、次のとおり手続きを行ってください。
· 販売所が複数ある場合は、各市町へ提出する販売所、県へ提出する販売所と提出先が分かれることがあります。
	
	・新たに販売を開始

・販売場所を増設
	・届出者が変更
	・販売所の名称または所在地が変更
	・販売をやめる
・販売所を廃止

	届出の時期
	新設：販売開始までに
増設：増設の日から
２週間以内
	変更事由発生後２週間以内
	廃止後２週間以内

	様式第１号
	○

（販売所ごとに１部）
	
	
	

	様式第２号
	
	○

（販売所ごとに１部）
	○

（販売所ごとに１部）
	

	様式第３号
	
	
	
	○

（販売所ごとに１部）

	添付資料
	○

（販売所ごとに１部）
	
	○

（販売所ごとに１部）
	

	届出者の住所・氏名を証する書類
	○（１通）
	○（１通）
	
	

	既に交付されている受理証
	
	○
	○
	○

	遅延理由書
	所定の届出の時期を過ぎて提出する場合に必要（１部）

	返信用封筒（切手貼付）
	書面（紙）での受取を希望する場合に必要


〔届出者の氏名、住所を証する書類の例（届出者の氏名、住所が確認できるもの）〕

・個人の方…住民票や免許証の写し

・法人の方…法人登記簿や定款　　など　（３ヶ月以内のものであればコピー可）

　　　　　　　　　　　　　　　
〔郵送での送付について〕

　書面（紙）での受け取りを希望する場合は、郵送で受理証を送付します。受理証等の送付先を記載した封筒に切手を貼付したものを届出書類に同封してください。
　なお、返信する書類は１販売所につきＡ４用紙２～３枚です。

　貼付する切手の金額の目安は次のとおりです。

　　　　　　　　　　　　（定形封筒の場合）　（定形外封筒の場合）

・届出が　２販売所以下…    １１０円　　　　　　　１４０円～

・　〃　　５販売所以下…    １８０円～
〔メールでの送付について〕

　令和８年４月１日から電子文書（電子メール）での送受信が可能となりました。広島県農業技術課宛て（nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp）に必要書類を送付してください。届出メールアドレス宛に受理証（PDF）を送付いたします。
３　届出の記入要領（広島県庁へ届出の場合）
〔様式第１号～第３号共通〕

　①　届出を行った年月日を記入。郵送で届出の場合は投函する年月日。
　②　郵便番号、住所、氏名、電話番号
　③　販売業務を行う営業所の所在地及び名称

届出者（本社）と同じ場合も記入してください。

〔様式第２号〕

　受理証を紛失した場合は「３　その他」にその旨を記載の上、当変更に係る変更前の事項を記載してください。
〔様式第３号〕

　受理証を紛失した場合は「３　その他」にその旨を記載してください。

〔添付資料〕

1 販売する農薬の概要
代表的な取扱農薬の商品名を記載してください。（商品名が多い場合は表が埋まるまで記載してください。）なお、毒劇物指定農薬を販売する場合はその商品名を優先的に記載してください。
　②　販売に関係する製造者、輸入者及び販売者

　　　農薬の仕入先を記載してください。
　③　年間農薬販売額

当該店舗において１年間に取扱う農薬の販売額（または販売予定額）を記載してください。

〔届出の遅延が生じた場合〕
　届出書類の提出については、販売開始にあたっては販売開始の日までに、また届出内容に変更を生じた場合、及び販売を廃止する場合については、事由が発生した日から２週間以内に届け出ることとなっています。
　やむを得ない理由によって、定められた期限内に届出書類の提出ができない場合は、遅延理由書を併せて提出してください。
４　農薬販売届受理証再交付申請書について（広島県庁へ届出の場合）
　農薬販売業届受理証を紛失・破損した方は、再交付申請を行ってください。

〔提出書類〕

　①　様式第６号

　②　破損した場合は破損した受理証

　※　文書（紙）での受け取りを希望する場合は、受理証等の送付先を記載した封筒・郵便切手（額面は届出に準じます）

５　その他

　①　郵送で手続する場合は、様式第１号～様式第３号、添付資料をＡ４版で印刷し
てください。

　②　届出書類を事前にメール（もしくはＦＡＸ）していただければ、内容を確認してお答えすることも可能です。
　③　農薬販売届受理証は販売所ごとに保管してください（コピーも可）。

　④　手続きの詳しい内容・様式については、広島県のホームページへ掲載しており

　　　ますので、参考にしてください。

広島県ホームページ　→　（目的でさがす）申請・手続き　→　（しごと・産業　▷農林水産業）農業　→　農薬を販売するときや変更するときの届け出について
【アドレス】

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/84/1211261798946.html
　

★広島県へ提出される場合の届出書類提出先、届出に関するお問合せ先は次のとおりです。





〒730-8511広島市中区基町10-52


広島県農林水産局 農業技術課


電話：(082)513-3559　 Fax：(082)223-3566


Email：nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp








